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クレジットカードの利用明細書は

　　　　　　　　　　必ず確認しましょう！
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発行：荒川区消費生活センター

＊クレジットカード会社から送られてきた利用明細書に、利用した覚えのない

　請求が含まれていた、不正利用ではないかという相談が寄せられています。

《ＮＯ．40》

ひとこと助言

●クレジットカードを利用した際に受けとった伝票は必ず取って

　置き、届いた利用明細書と突き合わせ、確認しましょう。

●利用した覚えのない請求があったら、すぐにクレジットカード

　会社に連絡をしましょう。クレジットカード会社の調査で第三者の

　不正利用だったことがわかる場合もあります。

●クレジットカードには必ず署名をし、暗証番号は生年月日や電話

　番号など推測されやすい番号は避けましょう。

消費生活センター（5604‒7055）

　身に覚えのない請求などで困った時は

にご相談ください。

使った覚えが

ないのもあるわ…
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